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○愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例施行規則 

令和７年４月１日規則第12号 

愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例（令和７年愛南町条例第10号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 条例第３条に規定する事業の実施主体は、愛南町とする。ただし、町長は、事業の全部又

は一部を委託することができる。 

（開館時間） 

第３条 条例第４条の規則で定める開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があ

ると認めるときは、開館時間を変更することができる。 

(１) 町内の小中学校の長期休暇期間に該当する日 午前10時から午後５時まで 

(２) 前号に規定する日以外の日 午後２時から午後５時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、サポート教室事業を行う場合の閉館時間は、午後７時とする。 

（サポート教室事業の実施） 

第４条 町長は、条例第３条第２号に規定する事業を効果的かつ円滑に実施するため、愛南町子ど

もの居場所ｂ＆ｇあいなん（以下「ｂ＆ｇあいなん」という。）においてサポート教室事業を実

施するものとする。 

（サポート教室事業の対象者） 

第５条 サポート教室事業を利用することができる者（以下「利用対象者」という。）は、次の各

号のいずれかに該当する子どもとする。 

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第５項に規定する要支援児童又は同条第８

項に規定する要保護児童 

(２) 保護者が次のいずれかに該当する場合 

ア 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第３条第１項に定める生活困窮者 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に定める被保護者 

ウ 愛南町就学援助費交付要綱（平成28年愛南町教育委員会告示第４号）第５条に規定する就

学援助費の受給者 

エ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第４条第１項各号のいずれかに該当するとき（児
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童扶養手当を受給していないが同等の水準にあるものを含む。）。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、サポート教室事業の利用が適当であると町長が認める者 

（サポート教室事業の利用の手続等） 

第６条 サポート教室事業を利用しようとする利用対象者の保護者（以下「申請者」という。）は、

愛南町サポート教室事業利用登録申請書（様式第１号）を町長に提出し、その登録を受けなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、愛南町サ

ポート教室事業利用登録申請結果通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定によりサポート教室事業に登録するときは、必要な条件を付することがで

きる。 

（サポート教室事業の利用制限） 

第７条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第２項の規定による登録を

しないものとする。 

(１) 疾病その他の事由によりサポート教室事業の利用が適さないと認めるとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、サポート教室事業の利用が適当でないと町長が認めるとき。 

（サポート教室事業の利用料） 

第８条 サポート教室事業の利用料は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、サポート教室事業の実施に必要な実費相当額を利用者の保

護者から徴収することができる。 

（登録の取消し等） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第２項の規定による登録を取り消

し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 

(１) 利用者又はその保護者が利用の目的又はこの条例の規定に違反したとき。 

(２) 災害その他の理由によりｂ＆ｇあいなんの利用ができなくなったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 

 


